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議案第６４号  

 

 

 

   飛騨市土地開発公社定款の一部を改正する定款について  

 

 

 

 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第１４条第２項の

規定により、飛騨市土地開発公社定款を別紙のとおり変更することについて、議会

の議決を求める。  

 

 

 

     令和６年６月１８日提出  

 

 

                      飛騨市長  都 竹  淳 也  

 

 

提案理由  

 理事会の簡易な議決事項について書面表決を認めるための改正  
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飛驒市土地開発公社定款の一部を改正する定款 

 

 

 

 飛驒市土地開発公社（平成16年定款第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

第16条に次の１項を加える。 

４ 理事長は、簡易な事項については書面を送付して賛否を求め、理事会の議決に

代えることができる。 

 

   附 則 

この定款は、岐阜県知事の認可のあった日から施行する。 

  

 



 

 資 料  
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飛騨市土地開発公社定款新旧対照表             （傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

第１条～第15条 略 第１条～第15条 略 

 （理事会の議決事項）  （理事会の議決事項） 

第16条 略 第16条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 理事長は、簡易な事項については書面を送付して賛否を求め、理 ４ 理事長は、簡易な事項については書面を送付して賛否を求め、理 

                   事会の議決に代えることができる。 

以下 略 以下 略 

 



 

１資 料１ 
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定款関係議案要旨 

議 案 名 飛騨市土地開発公社定款の一部を改正する定款について 

担 当 部 企画部 

提 案 理 由 理事会の簡易な議決事項について書面表決を認めるための改正 

制 定 改 廃 

の 根 拠 等 

 飛騨市土地開発公社独自の改正 

定 款 の 

概 要 

【改正の趣旨】 

鮎ノ瀬団地56区画が令和５年度に完売したが、当面土地造成事業等の

予定がないことから、簡易な議決事項のみの場合、書面表決をもって理

事会の議決に代えるものとする。 

 

【改正の内容】 

 新たな事業計画等がなく毎事業年度の予算又は事業報告のみの議決

事項である場合は、書面表決とする。 

（第16条関係） 

市 民 へ の 

影 響 等 

 特になし 

施 行 日 岐阜県知事の認可のあった日 

備 考   

 


